
 計画書策定対象          ３２市町村 

  数値目標等を定めた市町村   １０市町村 

  定性的な記載とした市町村       ２２市町村 

国民健康保険に係る赤字削減・解消計画について 資料２－２ 

〇  国通知（平成３０年１月末）により平成３０年３月末までに策定することとしていたが、通知から策定までの期間が
短いため、平成３０年３月末までに策定が困難な場合は、「赤字の発生原因に関する要因分析等を行い、赤字削減
に向けて必要な対策を整理する。」等の定性的な目標とした計画書を提出し、削減目標値及び対策等は平成３０年
度中に検討したうえで、平成３１年３月末までに提出することとなった。 

〇  ３２市町村から提出された計画を県で取りまとめ、平成３０年４月に国に提出。 

平成28年度法定外一般会計繰入額  ３３９億円 

        うち決算補填等目的     ３０６億円 

        （うち計画策定対象額   １４９億円） 

定性的な記載とした市町村（２２市町村） 

〇 平成３０年８月末までに、計画の策定状況を提出。 

〇 平成３１年３月末までに数値目標等を定めた計画書を提出。 

〇 決算後に実施状況報告書を作成し、平成３１年８月末まで
に提出。 

数値目標等を定めた市町村（１０市町村） 

〇  決算後に実施状況報告書を作成し、平成３１
年８月末までに提出。 

【赤字削減・解消計画書策定状況】（平成３０年３月末現在） 

〇  国保運営方針（Ｐ８）において、「市町村は、６年以内（平成３５年度まで）での赤字削減・解消計画を作成し、赤字
の削減・解消を図る。（ただし６年間での解消が困難な場合は、市町村の実態を踏まえた設定とする。）」と規定。 


